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発
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指
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漁
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償
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第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
区
域
及
び
区
分
の
設
定
に
関
す
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告
示
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改
正
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課
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岸
保
全
区
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の
指
定
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関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
港
湾
課
）
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海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
港
湾
管
理
者
の
長
が
管
理
す
る
区
域
（
港
湾
課
）
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告

山
口
県
労
働
委
員
会
の
委
員
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任
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（
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働
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策
課
）
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…
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…

種
畜
証
明
書
の
交
付
（
畜
産
振
興
課
）
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告

示

山
口
県
告
示
第
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施

術

者

指
定
年
月
日

氏

名

住

所

佐
々
木

巌

宇
部
市
大
字
西
岐
波
五
二
五
四
の
七
一

平
成
三
〇
、
一
〇
、
二
二

山
口
県
告
示
第
十
二
号

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
区
域
及
び
区
分
の
設
定
に
関
す
る
告

示
（
平
成
十
五
年
山
口
県
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
中

一
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「

」
を

阿
知
須
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
山
口

市
阿
知
須
の
地
域
）

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

山
口
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
山
口

市
秋
穂
二
島
及
び
名
田
島
の
地
域
）

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

２

１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

秋
穂
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
山
口

市
秋
穂
西
及
び
秋
穂
東
（
大
海
区
域
の
地
域

を
除
く
。
）
の
地
域
）

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
、
主
と
し
て
底
び

き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
る
１
に
掲
げ
る
漁
業

以
外
の
漁
業

３

１
及
び
２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

「

」
に
改
め
る
。

山
口
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
山
口

市
阿
知
須
、
秋
穂
二
島
、
名
田
島
、
秋
穂
西

及
び
秋
穂
東
（
大
海
区
域
の
地
域
を
除

く
。
）
の
地
域
）

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
、
主
と
し
て
底
び

き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
る
１
に
掲
げ
る
漁
業

以
外
の
漁
業

３

１
及
び
２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

山
口
県
告
示
第
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
保
安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

岩
国
市
錦
町
広
瀬
字
三
の
瀬
五
二
一
五
の
三
、
五
二
一
五
の
五
・
字
二
の
瀬
五
二
三
七
の
二
・
五

二
三
九
の
一
・
五
二
四
〇
・
五
二
四
五
の
二
（
以
上
五
筆
国
有
林
）
、
一
一
二
六
九
の
四
、
一
一
二

六
九
の
五
・
一
一
二
六
九
の
七
か
ら
一
一
二
六
九
の
九
ま
で
（
以
上
四
筆
国
有
林
）
、
字
城
の
深
山

五
二
五
一
の
四
、
一
一
二
一
六
の
二
・
一
一
二
二
三
の
一
（
以
上
二
筆
国
有
林
）
、
一
一
二
二
三
の

二
、
一
一
二
二
四
の
二
（
国
有
林
）
、
字
一
の
瀬
一
一
二
二
八
の
二
、
字
小
原
一
一
四
六
二
の
七
か

ら
一
一
四
六
二
の
一
一
ま
で
（
以
上
五
筆
国
有
林
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

ダ
ム
用
地
と
す
る
た
め

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

岩
国
市
錦
町
広
瀬
字
奴
田
原
六
一
五
八
の
一
・
字
後
ロ
一
一
二
五
四
の
二
か
ら
一
一
二
五
四
の
四

ま
で
・
一
一
二
五
七
の
二
（
以
上
五
筆
国
有
林
）
、
字
沼
田
原
一
二
六
七
五
の
一
（
国
有
林
。
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

周
南
市
大
字
須
万
字
黒
瀬
一
六
三
三
の
一
・
一
六
四
四
の
三
（
以
上
二
筆
国
有
林
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

ダ
ム
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
関
係
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
十
四
号

海
岸
保
全
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
告
示
第
八
百
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

七
の
二

山
口
県
山
口
南
沿
岸
下
関
港
海
岸
宇
部
・
長
府
沖
地
区
海
岸
に
関
す
る
部
分
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

七
の
二

㈠

海
岸
の
名
称

山
口
県
山
口
南
沿
岸
下
関
港
海
岸
宇
部
・
長
府
沖
地
区
海
岸

㈡

指
定
区
域

基
点
一
、
二
、
三
、
四
、
五
、
六
、
七
、
八
、
九
、
一
〇
、
一
一
、
一
二
、
一
三
、
一

四
、
一
五
、
一
六
、
一
七
、
一
八
、
一
九
、
二
〇
、
二
一
、
二
二
、
二
三
、
二
四
、
二

二
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五
、
二
六
、
二
七
、
二
八
、
二
九
、
三
〇
、
三
一
、
三
二
、
三
三
、
三
四
、
一
の
各
点
を

順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
三
五
、
三
六
、
三
七
、
三
八
、
三
九
、
四
〇
、
四
一
、
四
二
、

四
三
、
四
四
、
四
五
、
四
六
、
四
七
、
四
八
、
四
九
、
五
〇
、
五
一
、
五
二
、
五
三
、
五

四
、
五
五
、
五
六
、
五
七
、
五
八
、
五
九
、
六
〇
、
六
一
、
六
二
、
六
三
、
六
四
、
六

五
、
六
六
、
六
七
、
六
八
、
六
九
、
七
〇
、
七
一
、
七
二
、
七
三
、
七
四
、
七
五
、
七

六
、
七
七
、
七
八
、
七
九
、
八
〇
、
八
一
、
八
二
、
八
三
、
八
四
、
八
五
、
八
六
、
八

七
、
八
八
、
八
九
、
九
〇
、
九
一
、
九
二
、
九
三
、
九
四
、
九
五
、
九
六
、
九
七
、
九

八
、
九
九
、
一
〇
〇
、
一
〇
一
、
一
〇
二
、
一
〇
三
、
一
〇
四
、
一
〇
五
、
一
〇
六
、
一

〇
七
、
一
〇
八
、
一
〇
九
、
一
一
〇
、
一
一
一
、
一
一
二
、
一
一
三
、
一
一
四
、
一
一

五
、
一
一
六
、
一
一
七
、
一
一
八
、
一
一
九
、
一
二
〇
、
一
二
一
、
一
二
二
、
一
二
三
、

一
二
四
、
一
二
五
、
一
二
六
、
一
二
七
、
一
二
八
、
一
二
九
、
一
三
〇
、
一
三
一
、
一
三

二
、
一
三
三
、
補
助
点
一
三
三
の
一
、
一
二
六
の
一
、
一
〇
九
の
一
、
一
〇
八
の
二
、
一

〇
八
の
一
、
一
〇
〇
の
一
、
九
九
の
一
、
九
八
の
一
、
九
六
の
一
、
九
〇
の
二
、
九
〇
の

一
、
一
七
の
一
、
一
四
の
一
、
一
一
の
一
、
八
の
一
、
三
の
一
、
二
の
一
、
四
三
の
一
、

四
二
の
一
、
四
〇
の
一
、
三
八
の
一
、
三
七
の
一
、
三
六
の
一
、
三
五
の
一
、
基
点
三
五

の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点

一

下
関
市
長
府
扇
町
一
番
地
の
五
の
標
柱
の
位
置
（
北
緯
三
四
度
〇
一
分
三

五
・
六
三
六
秒
東
経
一
三
一
度
〇
〇
分
四
五
・
二
四
五
秒
）

二

基
点
一
か
ら
一
一
五
度
五
九
分
〇
四
秒
五
九
八
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

基
点
二
か
ら
一
五
一
度
〇
九
分
五
三
秒
五
二
〇
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

基
点
三
か
ら
二
一
八
度
〇
九
分
一
二
秒
一
〇
〇
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五

基
点
四
か
ら
三
一
〇
度
四
三
分
〇
三
秒
一
三
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

基
点
五
か
ら
二
一
八
度
一
二
分
一
三
秒
一
、
〇
七
〇
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点
七

基
点
六
か
ら
一
八
〇
度
四
〇
分
五
六
秒
二
一
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八

基
点
七
か
ら
二
一
五
度
五
〇
分
四
七
秒
一
三
九
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

基
点
八
か
ら
三
〇
一
度
一
一
分
〇
七
秒
二
七
三
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇

基
点
九
か
ら
三
〇
度
五
三
分
〇
三
秒
二
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一

基
点
一
〇
か
ら
三
〇
〇
度
四
七
分
二
一
秒
五
二
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二

基
点
一
一
か
ら
三
一
度
一
一
分
四
四
秒
一
三
四
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三

基
点
一
二
か
ら
三
〇
一
度
〇
八
分
一
四
秒
三
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四

基
点
一
三
か
ら
二
九
五
度
〇
三
分
二
七
秒
五
五
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五

基
点
一
四
か
ら
三
〇
一
度
〇
七
分
四
五
秒
一
五
三
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六

基
点
一
五
か
ら
二
一
八
度
〇
八
分
一
五
秒
五
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
七

基
点
一
六
か
ら
三
〇
一
度
〇
七
分
四
五
秒
二
四
七
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
八

基
点
一
七
か
ら
三
四
〇
度
三
四
分
一
七
秒
一
八
六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
九

基
点
一
八
か
ら
二
一
八
度
一
二
分
〇
八
秒
九
八
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
〇

基
点
一
九
か
ら
二
九
八
度
〇
八
分
三
九
秒
八
一
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
一

基
点
二
〇
か
ら
三
四
度
三
六
分
〇
八
秒
五
一
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
二

基
点
二
一
か
ら
三
〇
八
度
五
五
分
一
二
秒
一
八
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
三

基
点
二
二
か
ら
二
一
度
二
四
分
〇
八
秒
六
九
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
四

基
点
二
三
か
ら
三
八
度
四
八
分
一
二
秒
二
五
八
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
五

基
点
二
四
か
ら
三
五
一
度
五
六
分
二
一
秒
三
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
六

基
点
二
五
か
ら
三
八
度
三
一
分
〇
五
秒
一
七
六
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
七

基
点
二
六
か
ら
一
二
八
度
三
二
分
四
七
秒
六
三
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
八

基
点
二
七
か
ら
五
五
度
〇
〇
分
四
九
秒
四
三
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
九

基
点
二
八
か
ら
三
五
四
度
二
〇
分
一
八
秒
三
三
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
〇

基
点
二
九
か
ら
三
九
度
四
〇
分
三
五
秒
八
九
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
一

基
点
三
〇
か
ら
六
九
度
四
八
分
四
二
秒
八
〇
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
二

基
点
三
一
か
ら
四
一
度
四
一
分
五
八
秒
一
〇
一
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
三

基
点
三
二
か
ら
三
五
度
四
五
分
四
二
秒
二
五
一
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
四

基
点
三
三
か
ら
四
七
度
二
九
分
二
五
秒
二
九
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
五

基
点
三
四
か
ら
三
七
度
〇
五
分
三
六
秒
二
、
七
二
五
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点

三
六

基
点
三
五
か
ら
一
三
五
度
二
四
分
四
二
九
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
七

基
点
三
六
か
ら
一
九
五
度
三
六
分
三
六
八
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
八

基
点
三
七
か
ら
二
四
二
度
四
一
分
六
八
六
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
九

基
点
三
八
か
ら
三
二
一
度
五
四
分
五
三
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
〇

基
点
三
九
か
ら
二
二
七
度
一
六
分
六
七
〇
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
一

基
点
四
〇
か
ら
二
一
九
度
三
四
分
四
七
二
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
二

基
点
四
一
か
ら
一
二
九
度
一
八
分
五
〇
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
三

基
点
四
二
か
ら
二
一
八
度
二
四
分
二
〇
一
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
四

基
点
四
三
か
ら
二
六
一
度
五
二
分
一
一
六
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
五

基
点
四
四
か
ら
二
三
八
度
〇
五
分
一
八
〇
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
六

基
点
四
五
か
ら
二
二
三
度
一
三
分
一
六
七
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
七

基
点
四
六
か
ら
二
一
五
度
二
二
分
一
八
九
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
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四
八

基
点
四
七
か
ら
二
一
七
度
二
七
分
二
三
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
九

基
点
四
八
か
ら
二
二
一
度
二
一
分
一
〇
七
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
〇

基
点
四
九
か
ら
二
三
五
度
五
一
分
二
六
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
一

基
点
五
〇
か
ら
二
五
一
度
五
三
分
六
〇
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
二

基
点
五
一
か
ら
二
四
〇
度
二
一
分
二
二
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
三

基
点
五
二
か
ら
二
三
〇
度
三
〇
分
二
一
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
四

基
点
五
三
か
ら
二
二
〇
度
三
三
分
三
〇
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
五

基
点
五
四
か
ら
二
一
六
度
一
八
分
一
七
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
六

基
点
五
五
か
ら
二
一
八
度
四
〇
分
一
八
二
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
七

基
点
五
六
か
ら
二
三
二
度
四
六
分
七
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
八

基
点
五
七
か
ら
二
一
八
度
一
九
分
二
二
四
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
九

基
点
五
八
か
ら
一
四
三
度
五
三
分
四
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
〇

基
点
五
九
か
ら
二
一
九
度
三
四
分
一
一
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
一

基
点
六
〇
か
ら
二
〇
三
度
五
一
分
八
一
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
二

基
点
六
一
か
ら
一
二
八
度
二
七
分
七
六
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
三

基
点
六
二
か
ら
二
一
七
度
二
四
分
三
〇
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
四

基
点
六
三
か
ら
一
二
七
度
四
四
分
七
九
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
五

基
点
六
四
か
ら
二
一
〇
度
三
二
分
三
五
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
六

基
点
六
五
か
ら
一
五
六
度
一
六
分
一
一
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
七

基
点
六
六
か
ら
二
一
二
度
〇
六
分
四
一
秒
一
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
八

基
点
六
七
か
ら
一
二
〇
度
〇
四
分
二
一
秒
二
〇
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
九

基
点
六
八
か
ら
二
一
一
度
二
五
分
〇
一
秒
二
・
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
〇

基
点
六
九
か
ら
三
〇
一
度
二
六
分
二
六
秒
二
九
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
一

基
点
七
〇
か
ら
二
一
一
度
二
六
分
四
六
秒
一
〇
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
二

基
点
七
一
か
ら
三
〇
一
度
二
七
分
四
八
秒
一
三
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
三

基
点
七
二
か
ら
二
一
一
度
二
六
分
四
七
秒
二
八
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
四

基
点
七
三
か
ら
一
二
二
度
〇
四
分
〇
三
秒
三
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
五

基
点
七
四
か
ら
一
七
六
度
二
五
分
〇
一
秒
三
六
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
六

基
点
七
五
か
ら
一
二
一
度
四
九
分
一
四
〇
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
七

基
点
七
六
か
ら
三
一
度
〇
六
分
二
四
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
八

基
点
七
七
か
ら
一
二
一
度
一
九
分
四
八
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
九

基
点
七
八
か
ら
二
一
〇
度
五
一
分
三
〇
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
〇

基
点
七
九
か
ら
一
二
〇
度
四
二
分
五
〇
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
一

基
点
八
〇
か
ら
二
一
一
度
二
一
分
八
二
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
二

基
点
八
一
か
ら
二
九
九
度
五
七
分
一
九
一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
三

基
点
八
二
か
ら
二
一
一
度
〇
四
分
一
四
四
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
四

基
点
八
三
か
ら
一
二
〇
度
〇
一
分
一
四
二
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
五

基
点
八
四
か
ら
二
一
一
度
三
一
分
五
〇
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
六

基
点
八
五
か
ら
三
〇
〇
度
五
一
分
四
一
〇
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
七

基
点
八
六
か
ら
二
〇
九
度
四
九
分
一
〇
〇
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
八

基
点
八
七
か
ら
一
二
〇
度
四
六
分
三
四
四
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
九

基
点
八
八
か
ら
二
一
一
度
三
〇
分
一
五
〇
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
〇

基
点
八
九
か
ら
一
二
〇
度
三
〇
分
一
七
五
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
一

基
点
九
〇
か
ら
二
一
一
度
一
〇
分
一
三
四
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
二

基
点
九
一
か
ら
一
八
五
度
四
八
分
一
七
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
三

基
点
九
二
か
ら
一
二
二
度
二
五
分
八
六
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
四

基
点
九
三
か
ら
一
四
〇
度
〇
〇
分
三
二
秒
一
七
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
五

基
点
九
四
か
ら
二
一
〇
度
四
五
分
〇
二
秒
二
八
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
六

基
点
九
五
か
ら
一
二
一
度
二
四
分
一
六
秒
九
七
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
七

基
点
九
六
か
ら
二
一
一
度
五
二
分
五
五
秒
三
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
八

基
点
九
七
か
ら
一
二
一
度
五
三
分
一
五
秒
四
七
五
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
九

基
点
九
八
か
ら
二
一
一
度
〇
九
分
四
九
秒
四
六
六
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
〇

基
点
九
九
か
ら
三
〇
一
度
一
三
分
一
九
秒
六
一
一
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
一

基
点
一
〇
〇
か
ら
二
一
度
〇
五
分
二
〇
秒
一
九
九
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
二

基
点
一
〇
一
か
ら
二
九
九
度
五
四
分
一
七
秒
一
〇
八
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
〇
三

基
点
一
〇
二
か
ら
二
〇
一
度
〇
二
分
二
九
六
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
四

基
点
一
〇
三
か
ら
二
二
三
度
五
四
分
一
一
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
五

基
点
一
〇
四
か
ら
二
〇
二
度
二
六
分
一
〇
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
六

基
点
一
〇
五
か
ら
一
七
七
度
五
六
分
一
〇
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
七

基
点
一
〇
六
か
ら
二
〇
一
度
三
〇
分
五
五
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
八

基
点
一
〇
七
か
ら
一
二
一
度
二
三
分
二
八
三
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
九

基
点
一
〇
八
か
ら
二
〇
一
度
〇
二
分
五
二
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
〇

基
点
一
〇
九
か
ら
二
九
一
度
一
三
分
四
三
一
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
一

基
点
一
一
〇
か
ら
二
八
六
度
四
九
分
一
一
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
二

基
点
一
一
一
か
ら
一
八
三
度
五
三
分
二
一
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
三

基
点
一
一
二
か
ら
一
〇
六
度
五
〇
分
一
〇
四
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
四

基
点
一
一
三
か
ら
一
一
七
度
〇
八
分
八
六
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
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一
一
五

基
点
一
一
四
か
ら
二
〇
二
度
五
八
分
九
八
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
六

基
点
一
一
五
か
ら
一
三
六
度
三
九
分
九
一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
七

基
点
一
一
六
か
ら
二
〇
五
度
三
四
分
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
八

基
点
一
一
七
か
ら
一
三
六
度
一
一
分
八
二
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
九

基
点
一
一
八
か
ら
一
九
三
度
二
五
分
八
九
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
〇

基
点
一
一
九
か
ら
九
八
度
〇
〇
分
二
一
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
一

基
点
一
二
〇
か
ら
六
六
度
〇
九
分
二
〇
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
二

基
点
一
二
一
か
ら
九
六
度
三
四
分
五
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
三

基
点
一
二
二
か
ら
四
一
度
四
三
分
二
六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
四

基
点
一
二
三
か
ら
一
三
一
度
五
八
分
二
九
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
五

基
点
一
二
四
か
ら
四
六
度
〇
三
分
六
五
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
六

基
点
一
二
五
か
ら
一
一
七
度
三
四
分
五
九
秒
六
〇
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
七

基
点
一
二
六
か
ら
二
〇
八
度
五
三
分
五
七
秒
一
一
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
八

基
点
一
二
七
か
ら
一
一
六
度
一
三
分
一
〇
秒
一
二
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
九

基
点
一
二
八
か
ら
二
〇
八
度
五
三
分
五
〇
秒
四
二
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
〇

基
点
一
二
九
か
ら
二
四
〇
度
二
七
分
一
〇
秒
一
一
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
一

基
点
一
三
〇
か
ら
二
〇
九
度
〇
二
分
二
〇
秒
四
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
二

基
点
一
三
一
か
ら
一
六
七
度
〇
〇
分
三
二
秒
三
三
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
三

基
点
一
三
二
か
ら
九
八
度
一
四
分
四
五
秒
一
四
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点二

の
一

基
点
二
か
ら
四
三
度
三
四
分
三
〇
秒
一
〇
六
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
の
一

基
点
三
か
ら
九
六
度
二
六
分
二
二
秒
一
二
四
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
の
一

基
点
八
か
ら
一
五
五
度
一
三
分
一
二
秒
一
一
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
一
の
一

基
点
一
一
か
ら
二
六
〇
度
四
五
分
四
三
秒
一
四
二
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の

地
点

一
四
の
一

基
点
一
四
か
ら
二
四
八
度
三
三
分
三
八
秒
八
二
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
七
の
一

基
点
一
七
か
ら
一
八
一
度
二
九
分
一
五
秒
六
九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

三
五
の
一

基
点
三
五
か
ら
三
七
度
〇
一
分
一
三
一
・
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
六
の
一

基
点
三
六
か
ら
七
六
度
三
七
分
一
九
六
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
七
の
一

基
点
三
七
か
ら
一
三
五
度
二
九
分
二
〇
一
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
八
の
一

基
点
三
八
か
ら
一
五
〇
度
五
二
分
一
九
八
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
〇
の
一

基
点
四
〇
か
ら
一
三
五
度
一
五
分
一
九
九
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
二
の
一

基
点
四
二
か
ら
一
二
九
度
〇
九
分
二
〇
〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
三
の
一

基
点
四
三
か
ら
一
四
一
度
四
三
分
〇
一
秒
一
五
五
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の

地
点

九
〇
の
一

基
点
九
〇
か
ら
六
〇
度
二
四
分
〇
五
秒
一
〇
〇
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

九
〇
の
二

基
点
九
〇
か
ら
九
九
度
四
三
分
四
〇
秒
二
三
九
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地

点

九
六
の
一

基
点
九
六
か
ら
四
五
度
一
九
分
五
八
秒
八
四
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
八
の
一

基
点
九
八
か
ら
六
五
度
二
三
分
〇
七
秒
一
〇
三
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

九
九
の
一

基
点
九
九
か
ら
一
六
六
度
一
一
分
三
二
秒
八
二
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
〇
〇
の
一

基
点
一
〇
〇
か
ら
一
五
〇
度
〇
四
分
二
二
秒
一
一
五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル

の
地
点

一
〇
八
の
一

基
点
一
〇
八
か
ら
三
二
二
度
三
五
分
二
七
秒
一
一
二
・
二
五
メ
ー
ト
ル

の
地
点

一
〇
八
の
二

基
点
一
〇
八
か
ら
六
七
度
五
九
分
五
〇
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
九
の
一

基
点
一
〇
九
か
ら
一
一
一
度
一
三
分
〇
二
秒
三
七
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の

地
点

一
二
六
の
一

基
点
一
二
六
か
ら
五
〇
度
五
五
分
一
三
秒
二
四
一
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の

地
点

一
三
三
の
一

基
点
一
三
三
か
ら
七
六
度
一
七
分
五
四
秒
六
三
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

注

⚑

基
点
一
の
経
緯
度
は
、
測
量
法
及
び
水
路
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
測
量
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
一
条
の
基
準
に
従
っ
て
測
定
し
た
も
の
で
あ

る
。

⚒

方
位
は
、
真
方
位
と
す
る
。

山
口
県
告
示
第
十
五
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
隣
接
地
域
に
接

す
る
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
次
の
区
域
を
下
関
港
港
湾
管
理
者
の
長
が
管
理
す
る
区
域
と
し
て
定
め

四
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る
。
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
港
湾
管
理
者
の
長
が
管
理
す
る
区
域
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
七
年
山

口
県
告
示
第
百
八
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

海
岸
の
名
称

山
口
県
山
口
南
沿
岸
下
関
港
海
岸
宇
部
・
長
府
沖
地
区
海
岸

二

区
域

⚑

基
点
一
、
二
、
三
、
四
、
五
、
六
、
七
、
八
、
九
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
九
と
基

点
一
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

⚒

基
点
一
〇
、
一
一
、
一
二
、
一
三
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
一
三
と
基
点
一
〇
を
結

ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

⚓

基
点
一
四
、
一
五
、
一
六
、
一
七
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
一
七
と
基
点
一
四
を
結

ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

⚔

基
点
一
八
、
一
九
、
二
〇
、
二
一
、
二
二
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
二
二
と
基
点
一

八
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

⚕

基
点
二
三
、
二
四
、
二
五
、
二
六
、
二
七
、
二
八
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
二
八
と

基
点
二
三
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点一

下
関
市
長
府
松
小
田
東
町
七
〇
五
番
地
の
四
の
標
柱
の
位
置
（
北
緯
三
四
度
〇
一
分
一

五
秒
東
経
一
三
一
度
〇
〇
分
一
七
・
五
七
四
秒
）

二

基
点
一
か
ら
二
一
八
度
三
六
分
七
六
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

基
点
二
か
ら
一
七
二
度
一
六
分
三
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

基
点
三
か
ら
二
一
八
度
四
七
分
二
五
八
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五

基
点
四
か
ら
二
一
八
度
四
七
分
三
八
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

基
点
五
か
ら
二
三
度
五
一
分
三
八
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七

基
点
六
か
ら
三
九
度
三
四
分
一
一
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八

基
点
七
か
ら
三
二
三
度
五
三
分
四
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

基
点
八
か
ら
三
八
度
一
九
分
二
二
三
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇

基
点
九
か
ら
一
九
六
度
〇
五
分
五
二
秒
一
、
〇
九
二
・
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一

基
点
一
〇
か
ら
二
一
一
度
二
七
分
一
四
四
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二

基
点
一
一
か
ら
三
〇
〇
度
〇
一
分
一
〇
二
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三

基
点
一
二
か
ら
三
一
度
〇
四
分
一
四
四
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四

基
点
一
三
か
ら
一
八
六
度
五
四
分
四
一
七
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五

基
点
一
四
か
ら
二
一
〇
度
〇
九
分
六
〇
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六

基
点
一
五
か
ら
三
〇
〇
度
三
〇
分
九
五
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
七

基
点
一
六
か
ら
三
一
度
三
〇
分
六
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
八

基
点
一
七
か
ら
一
三
九
度
五
五
分
一
八
五
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
九

基
点
一
八
か
ら
一
五
九
度
二
二
分
九
八
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
〇

基
点
一
九
か
ら
二
〇
〇
度
三
二
分
九
三
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
一

基
点
二
〇
か
ら
三
〇
二
度
二
五
分
八
六
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
二

基
点
二
一
か
ら
五
度
四
八
分
一
七
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
三

基
点
二
二
か
ら
五
七
度
一
一
分
二
七
秒
一
、
〇
六
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
四

基
点
二
三
か
ら
三
一
度
二
一
分
三
八
秒
五
七
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
五

基
点
二
四
か
ら
一
二
〇
度
四
七
分
三
一
秒
一
〇
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
六

基
点
二
五
か
ら
二
一
〇
度
五
三
分
二
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
七

基
点
二
六
か
ら
一
二
一
度
一
一
分
〇
八
秒
一
八
五
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
八

基
点
二
七
か
ら
二
一
六
度
〇
四
分
四
五
秒
三
一
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

注

方
位
は
、
真
方
位
と
す
る
。

公

告

（
一
八
）
山
口
県
労
働
委
員
会
の
委
員
の
任
命

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
十
九
条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
日
山
口
県
労
働
委
員
会
の
委
員
を
次
の
と
お
り
任
命
し
ま
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

分

氏

名

職

名

使
用
者
委
員

入
谷

珠
代

下
関
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
株
式
会
社
取
締
役

〃

久
戸
瀬
泰
司

株
式
会
社
ト
ク
ヤ
マ
シ
ニ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

〃

爲
近
美
由
紀

宇
部
興
産
機
械
株
式
会
社
顧
問

〃

西
田

隆
男

山
口
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

〃

羽
嶋

等

防
府
鉄
工
業
協
同
組
合
理
事
長

労
働
者
委
員

網
戸

茂

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
山
口
県
連
合
会

会
長

六
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〃

伊
藤

正
則

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
山
口
県
連
合
会

事
務
局
長

〃

鶴
岡

純
枝

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
山
口
県
連
合
会

副
事
務
局
長

〃

德
野

啓
範

日
本
基
幹
産
業
労
働
組
合
連
合
会
山
口
県
本
部

委
員
長

〃

桝
本

康
仁

全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合
山
口
県
本
部

執
行
委
員
長

公
益
委
員

有
田

謙
司

西
南
学
院
大
学
法
学
部
教
授

〃

近
本
佐
知
子

弁
護
士

〃

中
村
友
次
郎

弁
護
士

〃

平
中

貫
一

山
口
大
学
経
済
学
部
教
授

〃

山
元

浩

弁
護
士

（
一
九
）
種
畜
証
明
書
の
交
付

次
の
家
畜
に
つ
き
、
家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二

号
の
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
ま
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

種
畜
証
明
書

番
号

名

前

品

種

生
年
月
日

産

地
検
査
成
績
飼
養
者
の
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

一
一
五
二
七
〇

七
三
八
六
七

殿
池
久

（
全
和
一
七
子
山
黒
一
五
二
七
〇
七

三
八
六
七
）

黒
毛
和
種
平
成
二
九
、

一
〇
、
一
五
山
口
県
一
級
美
祢
市
伊
佐
町
河
原

山
口
県
農
林
総
合
技

術
セ
ン
タ
ー
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平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


